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平成２０年２月２１日判決言渡 東京簡易裁判所

平成１９年（少コ）第２４５３号 不当利得返還等請求事件（通常手続移行）

判 決

主 文

１ 原告の請求を棄却する。

２ 訴訟費用は，原告の負担とする。

事実及び理由

第１ 請 求

被告は，原告に対し，１４万６６６３円を支払え。

第２ 事案の概要

１ 請求の原因の要旨

(1) 原告（会社）は，被告との間で，平成１８年８月１日を契約開始日として，

平成１９年７月の決算期に一括して原告会社の決算処理をすることを主たる

業務とする顧問契約を締結し（以下，当事者間で締結されている顧問契約を，

「本件顧問契約」という。），被告に対し，同人の希望により毎月の通常業

務分として，平成１８年８月分から平成１９年６月分まで，１１か月分合計

１４万６６６３円（毎月１万３３３３円）を銀行引落しの方法で支払った。

(2) その後原告は，平成１９年６月１５日に本件顧問契約を解除し，被告もこ

れを了承した結果，同契約は，規定に基づき解約予告３か月後である同年９

月１４日まで有効となった。

(3) ところが，被告は，決算期である平成１９年７月に決算処理業務を行わず，

同年６月までの１１か月間何らの業務もしなかった。よって，原告は被告に

対し，既に支払った１４万６６６３円の返還を求める。

２ 被告の主張

(1) 原告との間で締結した本件顧問契約は平成１８年８月１日から開始し，報
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酬は，①通常顧問業務月額１万３３３３円，②決算料各期７万９９９９円

(ただし，１２か月の分割で支払う。），③消費税等申告料については発生

の都度協議の上決定する，④その他は別料金という内容で，双方は，３か月

前の予告ないしはやむを得ない事情が生じた場合には本件顧問契約を解除す

ることができる，というものである。

(2) 被告は，本件顧問契約に基づき，毎月，通常業務及び決算に備えて預かっ

た資料を仮集計してきた。しかし，被告は，やむを得ない事情が生じたこと

を理由に，平成１９年６月末をもって解除した。

(3) 被告は，結局同年７月の決算処理をしなかったので，それまで原告が決算

料として分割払してきた金員については返却したが，解約前の平成１９年６

月分までの顧問料については，それまで毎月通常顧問業務を行ったので原告

に返却する必要がない。

３ 争点

原告は，本件顧問契約で被告に対し，年一回の決算処理のみを依頼したもの

であり，毎月の通常顧問業務は依頼しておらず，現に毎月の業務はなされてい

ないので，既に支払った当該顧問料の返還を求めると主張する。これに対し，

被告は，本件顧問契約では，原告から年一回の決算処理の他毎月の通常顧問業

務の依頼を受けその業務を行ったとし，返還の必要はない旨主張する。したが

って，本件の争点は，本件顧問契約の内容，すなわち，被告の原告に対しなす

べき業務が年一回の決算処理のみであったか，毎月の通常業務の処理も含んで

いたか否かということである。

第３ 当裁判所の判断

１ 争いのない事実

①原告と被告との間で，平成１８年９月２７日，同年８月１日効力開始日と

して本件顧問契約が締結されていること，②原告は，平成１９年６月１５日に

本件顧問契約を解除し，被告もこれを了承した結果，同契約は，規定に基づき
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３か月後である同年９月１４日まで有効となったこと，③前記解約がされた結

果，被告は結局決算業務をしなかったので，それまで原告が決算料として分割

払してきた７万９９９９円を返却したこと。

２ 証拠によれば，以下の事実が認められ，これに反する原告代表者Ａ及び訴外

Ｂの供述はいずれも採用できない。

(1) 原告代表者と被告事務所の職員であったＢとは親戚関係であったことから，

Ｂが原告を被告に紹介し，被告は，原告から個人の確定申告と会社の申告を

依頼され，本件顧問契約を締結させ，Ｂ自らが原告の担当となり，原告の毎

月の通常業務を担当した(被告本人）。

(2) 後記顧問契約書(甲１)を作成するに当たって，前記Ａは，Ｂから顧問料に

ついての見積もり(甲２)を提示されている。それによれば，法人の項目とし

て，顧問料，確定申告料，年末調整等に分け，それぞれ別個に料金が設定さ

れている。

(3) その後本件顧問契約を締結した際，顧問契約書（甲１）が作成されている。

原告，被告ともＢをよく知っていたのでその作成をＢに任せており，報酬金

額を決めさせていたこともあった。その関係もあって，顧問料等は比較的低

い料金設定になっている。

顧問契約書第１条には税務・会計に関する委任業務の範囲が定められ，第

３条（報酬の額）には，顧問料と決算料とは明確に区別され，①毎月の通常

業務として月額１万３３３３円，②確定決算料として各期７万９９９９円(顧

問料の６か月分），③消費税等申告料は発生の都度協議の上決定，④その他

として，業務等が発生した場合には別料金とする，という内容となっており，

その他，契約当事者双方は，互いに相手方に３か月前に予告するか，又はや

むを得ない事情が生じた場合に限り契約を解除することができるとの規定が

なされている。

(4) 通常の場合，個人の顧問契約の場合は，例えば確定申告など年一の単発の
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契約はあるが，法人の顧問契約の場合，決算書作成のみを単発で行う契約は

なく，本件でも決算書の作成と通常顧問業務に分けて契約したもので，通常

業務の中には源泉納付書の作成や扶養控除の作成などがある。保険相談は別

途の扱いである。本件では，原告側やＢからも，決算書作成のみが契約内容

であるとの説明は全くなかった（被告本人）。

３ 以上によれば，本件顧問契約の内容は，単に決算処理のみでなく，通常顧問

業務を含んでいるものと解するのが相当である。

この点に関し，原告代表者Ａは，本件顧問契約の内容は，被告との関係では

年１回の処理で十分対応可能なもので，決算処理と年末調整だけの年一形態を

とり被告から毎月の通常業務の提示を受けていないと供述し（甲１３），また，

Ｂは，報酬の内容を二つに分けたのは単に自己の給与体系に良いことや，当時

このような契約書しかなかったので便宜的に使ったもので，被告との間で報酬

金額の内容についてあらかじめ相談しており，原告の巡回監査などの月々の業

務はしていない旨供述する（甲８）。

しかしながら，証拠によれば，原告代表者は本件顧問契約に関してはＢを信

用し任せており，契約締結の際被告に対し，契約内容についての自己の意思を

明確に表明していなかったことや，被告は税務・会計について原告から相談が

あれば受け得る態勢はできており，具体的に明確ではないものの，現に被告は

原告に対し，本件顧問契約に基づき顧問業務である税務相談や指導を含め現実

に通常の顧問業務も行っていることが認められ(乙１ないし７，被告本人)，他

に本件顧問契約の内容が決算処理のみであるとする主張を裏付ける証拠はなく，

それに沿う原告代表者及びＢの各供述は，前２の事実及び弁論の全趣旨を総合

すれば採用できない。

４ 以上の次第であるから，被告が本件顧問料として原告から支払を受けた金員

１４万６６６３円は，本件顧問契約に基づき，現実に被告が顧問業務を行った

ことに対する報酬として相当であり，被告に何ら違法の点はなく同金員の返還
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義務はないものと認められ，それによれば原告の請求は理由がないので，主文

のとおり判決する。

東京簡易裁判所民事第９室

裁 判 官 中 島 寛


